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議会改革特別委員会の設置に関する決議  

 

（委員会の設置）  

１  本市議会に議会改革特別委員会を設置する。  

 

（設置の目的）  

２  本委員会は、議会の活性化を目的とする。  

  

（委員の定数）  

３  委員の定数は、議長を除く全議員とする。  

 

（閉会中の継続審査）  

４  本委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができることとし、議会にお

いて調査終了を決議するまで継続して存置する。  

 

（経   費）  

５  調査に要する経費は､議会費予算に定める費用弁償の範囲内とする。  

  

 以上のとおり決議する。  

 

平成２５年  ５  月   日  

 

岩見沢市議会   


